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本
県
で
は
、「
北
部
病
院
」「
中
部
病

院
」「
南
部
医
療
セ
ン
タ
ー
・
こ
ど
も
医

療
セ
ン
タ
ー
」「
宮
古
病
院
」「
八
重
山
病

院
」「
精
和
病
院
」
の
六
つ
の
県
立
病
院

を
設
置
し
、
そ
れ
ぞ
れ
の
県
立
病
院
は

地
域
医
療
の
確
保
に
極
め
て
重
要
な
役

割
を
果
た
し
て
お
り
、
県
民
か
ら
高
い

評
価
を
受
け
て
い
ま
す
。

　

な
か
で
も
、
救
急
医
療
、
小
児
医
療
及

び
周
産
期
医
療
な
ど
は
地
域
医
療
の
中

核
と
な
っ
て
い
ま
す
。

　

本
県
の
救
急
医
療
で
は
、
他
の
公
的

な
医
療
機
関
及
び
民
間
病
院
等
の
取
り

組
み
も
あ
い
ま
っ
て
、
本
土
で
見
ら
れ
る

よ
う
な
救
急
搬
送
患
者
の
受
け
入
れ
不

能
と
い
う
事
態
は
起
き
て
い
ま
せ
ん
。

　

離
島
医
療
に
お
い
て
も
、
宮
古
病
院
、

八
重
山
病
院
が
地
域
の
中
核
病
院
と
し

て
重
要
な
役
割
を
果
た
し
て
い
る
ほ

か
、
小
児
・
周
産
期
医
療
に
お
い
て
は
、

南
部
医
療
セ
ン
タ
ー
・
こ
ど
も
医
療
セ

ン
タ
ー
が
母
子
総
合
医
療
セ
ン
タ
ー
と

し
て
重
要
な
基
盤
と
な
っ
て
い
ま
す
。

　

ま
た
、
中
部
病
院
を
中
心
と
し
た
医

師
臨
床
研
修
事
業
の
実
施
に
よ
り
、
本

県
は
人
口
当
た
り
の
初
期
研
修
医
採
用

数
で
全
国
で
も
屈
指
の
実
績
を
誇
っ
て

い
ま
す
。

　

沖
縄
県
の
病
院
事
業
は
、
平
成
十
八

年
四
月
か
ら
地
方
公
営
企
業
法
の
全
部

適
用
に
移
行
し
ま
し
た
。ま
た
、
同
年

は
、新
た
に
南
部
医
療
セ
ン
タ
ー
・
こ
ど

も
医
療
セ
ン
タ
ー
を
開
設
す
る
な
ど
、

病
院
事
業
に
と
っ
て
大
き
な
転
換
点
と

な
っ
た
年
で
し
た
。

　

し
か
し
な
が
ら
、
平
成
十
八
年
度
決

算
は
、
約
五
十
億
円
の
経
常
損
失
を
計

上
し
、
資
金
不
足
額
は
約
百
十
三
億
円

ま
で
増
加
し
ま
し
た
。平
成
十
九
年
度

決
算
で
は
経
常
損
失
が
約
三
十
五
億
円

と
改
善
し
た
も
の
の
、
累
積
欠
損
金
は

約
二
百
十
七
億
円
に
達
し
、
資
金
不
足

額
も
約
百
億
円
と
な
る
な
ど
、
極
め
て

厳
し
い
経
営
状
況
が
続
き
ま
し
た
。病

院
事
業
の
経
営
の
健
全
化
は
、
喫
緊
の

課
題
で
す
。

　

一
方
、
県
の
財
政
は
、
平
成
二
十
年
度

か
ら
平
成
二
十
三
年
度
ま
で
の
四
年
間

で
約
千
二
百
六
十
億
円
の
収
支
不
足
が

見
込
ま
れ
て
お
り
、
今
後
も
、
県
庁
全
体

が
一
丸
と
な
っ
て
行
財
政
改
革
に
取
り

組
ま
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
状
況
に
あ
り

ま
す
。

　

県
に
お
い
て
は
、
平
成
二
十
年
度
当

初
予
算
で
病
院
事
業
に
対
し
、
約
六
十

七
億
円
の
繰
出
の
ほ
か
、
二
十
億
円
の

長
期
貸
付
を
行
い
、
当
面
の
資
金
シ
ョ
ー

ト
を
回
避
し
ま
し
た
。

　

し
か
し
、県
の
財
政
が
一
段
と
厳
し
く

な
る
中
、
今
後
も
こ
の
よ
う
な
経
営
状

況
が
続
い
た
場
合
、
県
が
病
院
事
業
を

維
持
で
き
な
く
な
る
可
能
性
が
あ
り
ま

す
。

　

ま
た
、
全
国
的
に
も
評
価
の
高
い
県

立
病
院
の
医
療
機
能
が
低
下
し
、
医
療

従
事
者
の
勤
務
環
境
も
厳
し
く
な
る
ほ

か
、
地
域
に
お
い
て
必
要
と
さ
れ
る
医

療
提
供
体
制
の
確
保
が
危
惧
さ
れ
ま
し

た
。

　

こ
の
た
め
、
県
に
お
い
て
は
、
県
立
病

院
の
救
急
医
療
、
離
島
医
療
、
小
児
・
周

産
期
医
療
等
、
地
域
に
お
い
て
必
要
と

さ
れ
る
医
療
を
将
来
に
わ
た
っ
て
安
定

的
に
提
供
し
て
い
く
た
め
に
は
、県
立
病

院
の
改
革
が
喫
緊
の
課
題
で
あ
る
と
判

断
し
、
県
立
病
院
の
あ
り
方
に
関
す
る

検
討
を
始
め
、
こ
の
度
、「
県
立
病
院
の

あ
り
方
に
関
す
る
基
本
構
想
」
を
策
定

し
た
も
の
で
す
。（
イ
メ
ー
ジ
図
参
照
）

　

医
療
は
県
民
の
生
命
及
び
健
康
を
守

り
、
生
活
の
安
心
を
支
え
る
重
要
な
機

能
で
あ
り
、
地
域
に
お
い
て
必
要
と
さ

れ
る
医
療
提
供
体
制
を
確
保
す
る
こ
と

は
県
の
責
務
で
す
。こ
の
よ
う
な
認
識

の
下
、
県
と
し
て
は
、
本
基
本
構
想
に
お

い
て
示
し
た
改
革
に
取
り
組
み
、
県
立

病
院
の
果
た
す
べ
き
役
割
で
あ
る
離
島

医
療
、
救
急
医
療
、
小
児
・
周
産
期
医
療

等
地
域
に
お
い
て
必
要
と
さ
れ
る
医
療

を
今
後
と
も
堅
持
し
て
い
き
た
い
と
考

え
て
い
ま
す
の
で
、県
民
の
皆
様
の
ご
理

解
と
ご
協
力
を
心
か
ら
お
願
い
し
ま

す
。

地
域
に
お
い
て
必
要
と
さ
れ
る

医
療
提
供
体
制
を
将
来
に
わ
た
っ
て

確
保
す
る
た
め
に

〜
県
立
病
院
の
あ
り
方
に
関
す
る
基
本
構
想
を
策
定
〜

　

県
は
、
地
域
に
お
い
て
必
要
と

さ
れ
る
医
療
提
供
体
制
を
将
来
に

わ
た
っ
て
確
保
す
る
と
と
も
に
、

県
立
病
院
の
医
療
水
準
の
向
上
及

び
病
院
現
場
の
勤
務
環
境
の
改
善

を
図
る
こ
と
を
目
的
と
し
て
、
県

立
病
院
の
あ
り
方
に
関
す
る
基
本

構
想
を
策
定
し
ま
し
た
。

　

基
本
構
想
は
、
沖
縄
県
医
療
審

議
会
の
答
申
を
尊
重
す
る
と
と
も

に
、
県
議
会
、
市
町
村
長
の
意
見
等

も
踏
ま
え
て
ま
と
め
ら
れ
ま
し

た
。

　

全
国
的
に
も
評
価
の
高
い
沖
縄

県
の
県
立
病
院
が
果
た
し
て
き
た

役
割
を
今
後
も
安
定
的
に
継
続
し

て
い
く
に
は
、
厳
し
い
経
営
状
況

に
陥
っ
て
い
る
病
院
事
業
を
早
急

に
建
て
直
し
、
経
営
の
健
全
化
を

図
る
必
要
が
あ
り
ま
す
。

　

県
民
一
人
一
人
が
県
立
病
院
を

守
り
育
て
る
当
事
者
で
あ
る
と
の

認
識
を
持
ち
、
県
立
病
院
の
改
革

に
ご
理
解
と
ご
協
力
を
お
願
い
し

ま
す
。

厳
し
い
県
の
財
政
状
況

基
本
構
想
の
策
定

県
の
基
本
的
な
考
え
方

百
億
円
を
超
え
る

資
金
不
足
の
発
生

評
価
の
高
い
沖
縄
県
の

病
院
事
業

経営の自律性を高め、経営責任を明確化するとともに、経営環境の変化に迅速かつ柔軟に対応できる運営体制を構築する観点から、平成24年度
を目途として、地方独立行政法人へ移行すべきである。

（答申の内容）

答申を尊重し、県議会決議、市町村及び県立病院長の意見等を踏まえ、病院事業局の経営再建に対する取り組みを考慮し、県方針を決定

県立病院のあり方に関する基本構想(県方針)の概要＜イメージ図＞
改革の目的　財政負担の抑制＋経営の健全化 ⇒ 医療提供体制の確保、医療水準の向上、勤務環境の改善

答申

答
申
を
尊
重

１  医療機能

２ その他運営体制

３ 再編・ネットワーク化

４ 経営形態

県
の
方
針 

１

県
の
方
針 

２

病院事業局の「経営再建計画」に沿った経営全般にわたる改革の取り組みにより、経営改善が実現し、持続的な経営の健全化が達成される見込み
がある場合には、現行の経営形態での存続について検討することとする。同時に、経営再建計画の達成が困難と見込まれる場合に備え、平成24年
４月を目途として地方独立行政法人へ移行することができるよう、準備期間を考慮し、平成21年度から移行に向けた取り組みを進める。

病院事業局が取り組む経営再建の成果の検証は、毎年度、外部の有識者で構成する評価委員会(仮称)の評価により行うものとし、その結果について
は公表することとする。

地方独立行政法人への移行にあたっては県民の理解と病院職員の協力が得られるよう努力するとともに、今後県が提供する政策医療の内容・範囲
及びそれに係る財政負担の基本方針を定めるほか、市町村に対し、県立病院運営への参画について提案し、協議を始めることとする。

●意思決定の仕組みの見直し
●給与制度の見直し
●人事制度の見直し
●経営人材の確保、育成
●意識改革
●一般会計からの適切な繰入

（1）北部、宮古、八重山病院　原則として現在の医療機能を維持
（2）中部病院　①救命救急医療、周産期医療、がん医療等の高度・特殊医療を担う
　②医師臨床研修事業に取り組み、離島医療の支援③医療センターとの機能分担
　と連携を検討
（3）医療センター　①母子総合医療の強化　②①以外の医療機能の見直しを検討
（4）精和病院　精神科急性期医療の強化等

１ 医療機能

３ 再編・ネットワーク化

２ その他運営体制の見直し

県は、医療センター及び市立病院の適切な機能分担を図る観点から、引き続き協議を進める。

｝

ア

イ

ウ

沖縄県立北部病院

沖縄県立中部病院沖縄県立中部病院

沖縄県立南部医療センター・
こども医療センター

沖縄県立精和病院

沖縄県立宮古病院

沖縄県立八重山病院

病院事業の経営状況
（単位：億円）

（注）累積欠損金は、平成 19 年度に議会議決を経て資本剰余金（314 億円）と相殺
　　したため大幅に減額している。

病院事業費用

純損失

経常損失

繰出金を除く実質経常損失

累積欠損

一般会計繰出金の合計

病院事業収益

（うち繰出金：損益勘定分）

393

（32）

391

（40）

446

（49）

17 年度 18 年度 19 年度

440

△47

△46

△78

△469

59

441

△50

△50

△90

△519

68

458

△12

△35

△84

△217

71
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